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抄録：2016年11月、文部科学省は全国の国公私立大学等に対して「「学校司書のモデルカリキ
ュラム」について(通知)」を送っている。また、同省は、同月に、各都道府県教育委員会等に
宛てて「学校図書館の整備充実について(通知)」を発し、その別添資料として「学校図書館ガ
イドライン」及び「学校司書のモデルカリキュラム」を示している。背景には、学校図書館法

の一部改正、「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」による「これからの学校

図書館の整備充実について(報告)」がある。なお、学校図書館法第6条における学校司書は、司
書教諭と異なり配置努力義務であるため、学校司書の資格・養成に関するモデルカリキュラム

としたものである。

	 本稿では、「学校司書のモデルカリキュラム」に基づく「学校司書の履修証明プログラム」

と、別途に並行実施されている「学校司書の研修・養成プログラム」について、検討を進める。

併せて、両者の関係性に関しても考察を行う。
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１．はじめに	

2016年 11月 29日、文部科学省は全国の国公
私立大学等に対して「「学校司書のモデルカリキュ

ラム」について(通知)」(以下、「通知」)を送って
いる1。背景には、2014 年の学校図書館法の一部
改正、これを受けて「学校図書館の整備充実に関

する調査研究協力者会議」の設置、さらに 2016
年 10 月には、同協力者会議は「これからの学校
図書館の整備充実について(報告)」をまとめてい
る。

同省は 2016年11月には、各都道府県教育委員
会等に宛てて「学校図書館の整備充実について(通 
知)」を発し、その別添資料として「学校図書館ガ
イドライン」及び「学校司書のモデルカリキュラ

ム」を示している2。

なお、学校図書館法第 5条により、必置が義務 

†京都外国語大学等 
††龍谷大学 
†††大阪市立大学 

付けられ、養成に関して文部科学省令において科

目、単位が定められている司書教諭3と異なり、同

法第 6条における学校司書は、配置努力義務であ
るため4、学校司書の資格・養成に関するモデルカ

リキュラムとしたものである。

本稿では、「学校司書のモデルカリキュラム」に

準拠した学校司書の「履修証明プログラム」と、

別途に並行実施されている「学校司書の研修プロ

グラム」について、検討を進める。

なお、学校司書養成の「履修証明プログラム」

の現状と課題については、拙著による別稿を参照

されたい5。

２．さまざまな学校司書の研修・養成プログラム

	 学校司書の研修プログラムは、都道府県の教育

委員会、公立図書館などが実施する業務研修や、

各種図書館関係団体等によるさまざまな研修が実

施されてきた。

	 本稿で取り上げる学校司書の研修・養成プログ

ラム(以下、「研修プログラム」)は、こうした従来
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実施されてきた単発の研修と異なり、文部科学省

の「学校司書のモデルカリキュラム」を発端とし

て、新しく企画、実施され始めた体系的と考えら

れる「研修プログラム」である6。 
	 本章ではこの「研修プログラム」の代表的なも

のを取り上げ、そのコンセプト、概要等について

評価を行う。 
 
2.1  全国学校図書館協議会 
	 全国学校図書館協議会(以下、全国 SLA)は、
2018年度より学校司書研修講座を開始した。研修
講座は、基礎コース及び専門コースの 2コースを
運営している7。全国 SLAは研修講座の開設の趣
旨を、次のように述べている。少し長文になるが、

引用で示す8。 
 
学校図書館法改正により学校司書の職が法的

に確立されるとともに、配置の努力義務が課せ

られました。各地で学校司書や同様の学校図書

館スタッフが配置されるようになってきました

が、研修の機会の不足が指摘されています。 
そこで全国 SLAでは、学校司書(他の名称の
スタッフを含む)として勤務している方々にス
キルアップをしていただくため、学校司書研修

講座を開催いたします。 
 
	 このように研修講座は、現職の学校司書のスキ

ルアップを目的として企図したものである。また、

研修講座の受講対象については、次のように示し

ている。引用で示す9。 
 
学校司書または同様の業務をしている方、学

校図書館ボランティア、司書教諭、学校図書館

支援センター担当者、教育委員会学校図書館担

当者、公共図書館職員、学校図書館関係企業の

担当者等。 
 
次に研修講座の2つのコース概要等をまとめる
と共に、その内容について検証する。 
 
2.1.1  基礎コース 
	 基礎コースは、「教育学や発達心理学、図書館情

報学、学校図書館学等の基礎を研修」10する位置

づけである。 
基礎コースは、表 1の 7領域で構成している。 

 
	 	 	 表 1	 基礎コースの領域名 
学校教育の基礎 
学校図書館の基礎 
学習指導への支援の基礎 
学校図書館運営の基礎 
児童生徒理解の基礎 
読書活動の基礎 
学校図書館メディアとコレクション

構築の基礎 
 
	 なお、1 領域を 6 講座で構成している。1 日に
つき 3講座(90分/1講座)の開講、2日間で 1領域
(6講座)が修了する。一般的な大学での講義科目で
いえば、1科目(1領域)について、6コマ(6講座；
90分)が講義ユニットである。よって 7領域(科目)
で、42講座(コマ)になる。概ね、大学での講義科
目 3科目(3科目 x 14コマ ＝ 42コマ)のボリュ
ームである。 
	 受講単位は領域単位であり、複数領域間では複

数年度にまたがる受講が可能で、7 領域の受講修
了で修了書が交付される。1 領域について、募集
人員は 30名であり、会場は全国SLAの本部、学
校図書館センターである11。 
受講料金は 1 領域あたりが 9,000円であり、7
領域で 63,000円となる。受講料金の全国SLA会
員割引や複数領域受講者へのセット割引はない。 
以下、基礎コースの各領域の詳細を検討する。

なお、基礎コースの各領域の 6講座(6コマ)目は、
共通して「まとめと振り返り」を設定しているの

で、実際の講義コマは 5コマである。 
 
2.1.1.1  基礎コース：「学校教育の基礎」領域 
	 「学校教育の基礎」領域は、次の 6講座で構成
している。 

1) 学校教育の意義と特質 
2) 学校教育の歴史 
3) 学校教育と法 
4) 教育課程(カリキュラム)とは何か 
5) 教育方法の諸類型 
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6) まとめと振り返り 
	 内容的には、概ね「学校司書のモデルカリキュ

ラム」における学校教育概論(＝学校経営と学校図
書館)の主題範囲と見なせる。 
 
2.1.1.2  基礎コース：「学校図書館の基礎」領域 
	 「学校図書館の基礎」領域は、次の 6講座で構
成している。 

1) 学校図書館の理念、教育的意義、機能 
2) 学校図書館の歴史 
3) 学校図書館の現状と課題 
4) 学校図書館に関する法令・行政 
5) 学校図書館の職員(館長、司書教諭、学校司
書) 

6) 学校図書館のこれから / まとめと振り返
り 

内容的には、概ね、「学校司書のモデルカリキュ

ラム」における学校図書館概論(その1)の主題範囲
と考える。 
	 なお、学校図書館概論の内容と比較して、「学校

司書のモデルカリキュラム」が示した学校図書館

概論の「内容」の部分的カリキュラムと評価した

ことから(その 1)を付記した。 
具体的には、「内容」の「1) 学校図書館の理念
と教育的意義」、「2) 教育行政と学校図書館」、「3) 
学校図書館の経営(人)」などが対応している。 
一方、「学校図書館の基礎」領域での「3) 学校
図書館の現状と課題」や「4) 学校図書館に関する
法令・行政」などの柱の立て方は、実務研修に適

合している。 
	 なお、「内容」での「7) 学校図書館メディアの
選択と管理、提供」については、同じ基礎コース

の「学校図書館メディアとコレクション構築の基

礎」領域に委ねている。 
 
2.1.1.3  基礎コース：「学習指導への支援の基礎」
領域 
	 「学習指導への支援の基礎」領域は、次の 6講
座で構成している。 

1) 学習指導支援の意義と必要性 
2) 教科横断的・探求学習への支援 
3) 学習支援の方法と内容 
4) 学習支援の実際 

5) 各方面への働きかけと連携 
6) まとめと振り返り 
内容的には、概ね、「学校司書のモデルカリキュ

ラム」における学習指導と学校図書館の主題範囲

と考える。 
 
2.1.1.4  基礎コース：「学校図書館運営の基礎」
領域 
	 「学校図書館運営の基礎」領域は、次の 6講座
で構成している。 

1) 年間計画に基づいた学校図書館の運営 
2) 作業マニュアルに基づいた標準的な作業と
引き継ぎ 

3) 学校図書館に関わる人々と組織(学校図書
館、学校司書の立場から見る) 

4) 学校図書館からの情報発信(広報活動) 
5) 外部機関との連携・協力 
6) まとめと振り返り 
	 内容的には、概ね、学校図書館概論(その 2)、
学校図書館サービス論(その 1)の主題範囲と考
える。なお、学校図書館概論(その 2)と、(その
2)を付記したのは、「学校司書のモデルカリキュ
ラム」が示した学校図書館概論の講義内容の部

分的カリキュラムと評価したからである。学校

図書館サービス論(その 1)も同様である。 
	 具体的には、「内容」の「3) 学校経営におけ
る学校図書館」、「4) 学校図書館の経営」、「9) 図
書館の相互協力とネットワーク」などが対応し

ている。 
	 一方、「学校図書館運営の基礎」領域におい

て、「4) 学校図書館からの情報発信(広報活動)」
を立てたことは、地域コミュニティの中の学校、

学校図書館という視点であり評価したい。 
 
2.1.1.5  基礎コース：「児童生徒理解の基礎」領
域 
	 「児童生徒理解の基礎」領域は、次の 6講座で
構成している。 

1) 児童生徒理解の意義と方法 
2) 特別支援教育の考え方 
3) さまざまな障がい 
4) カウンセリングマインド 
5) 学校図書館づくりに関する配慮 
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6) まとめと振り返り 
	 内容的には、概ね、「学校司書のモデルカリキュ

ラム」における学校教育概論の一部、及び、学校

図書館サービス論(その 2)の主題範囲と考える。 
	 なお、学校図書館サービス論(その 2)と、(その
2)を付記したのは、「学校司書のモデルカリキュラ
ム」が示した学校図書館サービス論の講義内容の

部分的カリキュラムと評価したからである。 
 
2.1.1.6  基礎コース：「読書活動の基礎」領域 
	 「読書活動の基礎」領域は、次の 6講座で構成
している。 

1) 読書活動の意義と必要性 
2) 発達段階に応じた読書 
3) 子どもを読書へいざなう手立て 
4) 各教科等における読書活動 
5) 個に応じた読書の支援 
6) まとめと振り返り 
内容的には、概ね、「学校司書のモデルカリキュ

ラム」における読書と豊かな人間性の主題範囲と

考える。 
 
2.1.1.7  基礎コース：「学校図書館メディアとコ
レクション構築の基礎」領域 
	 「学校図書館メディアとコレクション構築の基

礎」領域は、次の 6講座で構成している。 
1) 学校図書館メディアについて 
2) コレクション構築について 
3) 学校図書館メディアの分類と配架 
4) 学校図書館における選書 
5) コレクションの評価・廃棄・更新 
6) まとめと振り返り 
内容的には、概ね、「学校司書のモデルカリキュ

ラム」における図書館情報資源概論、情報資源組

織論主題範囲と考える。なお、参考に、司書教諭

講習科目で言えば、学校図書館メディアの構成で

あろう。 
 
2.1.1.8  基礎コースの評価 
	 以上、見てきたように、学校司書研修講座の基

礎コースは、7 領域(１領域；90 分、6 コマ)で設
定されている。この基礎コースの内容を、「学校司

書のモデルカリキュラム」と比較する。 

 
2.1.1.9  不足している領域、科目 
	 (1) 講義科目 
「学校司書のモデルカリキュラム」の内、基礎

コースに含まれていない講義科目は、図書館情報

技術論、及び学校図書館情報サービス論の 2科目
の領域である。 
逆に、「学校司書のモデルカリキュラム」の内、

学校教育概論、学校図書館概論、及び学校図書館

サービス論の 3 科目の領域については、「学校教
育の基礎」、「学校図書館の基礎」、及び「児童生徒

理解の基礎」の 3領域が展開されている。 
元々、「学校司書のモデルカリキュラム」では、

講義科目 9科目、演習科目 1科目の合計 10科目
が推奨されている。実際には、演習科目は 1科目
30 コマで展開されることが標準であるから、11
科目と理解できる。 
これに対して、基礎コースでは講義領域(科目)
が 7領域であるから、単純な対応では、2科目の
不足が生じる。これが、欠落した図書館情報技術

論、及び学校図書館情報サービス論の 2科目と考
えられる。 
基礎コースにおいて、この 2科目を欠落させた
問題点を以降で考察する。 

2016年 11月 29日に、初等中等局長名で通知
された、「「学校司書のモデルカリキュラム」につ

いて(通知)」12の別添参考資料「これからの学校図

書館の整備充実について(報告)」13では、図書館情

報技術論、及び学校図書館情報サービス論の 2科
目について、次のように述べている。引用で示す14。 

 
学校司書の職務から求められる専門的な知

識・技能については、平成26年報告書15を踏ま

え、①学校図書館の運営・管理・サービスに関

する職務に携わるための知識・技能と、②児童

生徒に対する教育支援に関する職務に携わるた

めの知識・技能とに整理することとする。 
 
さらに、学校図書館の運営・管理・サービスに

関する職務に携わるための知識・技能については、

それぞれ以下の科目で履修することとする。(以下、
部分抜粋)16 
・情報機器やネットワーク、情報検索に関する
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ことは「図書館情報技術論」において履修する

こととする。 
・学校図書館における情報サービスに関するこ

と及び著作権(中略)に関することは、(中略)「学
校図書館情報サービス論」及び「学校図書館情

報サービス論」において履修することとする。 
 
また、「学校司書のモデルカリキュラム」におけ

る当該科目の「ねらいと内容」を参照する範囲で

は、この 2科目の守備範囲が学校司書の基礎知識
として不要である、という確信は到底持てない。 
	 なお、2018年 6月 18日付で全国 SLAのHP
において、「専門コース」の 2 領域が公表、公募
されている17。 
	 2018 年度開講の「専門コース」は、(1)「主体
的・対話的で深い学び」に資する学校図書館、(2) 
学校図書館における ICT活用の 2領域である18。 
	 この内、「(1)「主体的・対話的で深い学び」に
資する学校図書館」は、新学習指導要領の柱をな

す教育方法論であり、いわゆるアクティブ・ラー

ニング論を学校図書館に敷衍した内容である。 
	 「(2) 学校図書館における ICT活用」が、学校
司書のモデルカリキュラムでの図書館情報技術論

に対応している。 
	 同講座は、1) 学校図書館における ICT活用の
意義、2) 学校図書館における ICTの導入・運用・
リプレイス、3) 学校教育活動における ICTの活
用、4) ICT活用の実践、5) ICT活用の実践、6)ICT
活用の実践／まとめ、で構成している。 
 
以上、「基礎コース」の講座内容を評価してきた

が、「基礎コース」のみで終了する受講生がいる可

能性を考慮すると、やはり図書館情報技術論、及

び、学校図書館情報サービス論の 2 科目は、「基
礎コース」に含むべきであろう。 

 
  (2) 演習科目 
	 演習科目では、「学校司書のモデルカリキュラ

ム」に 1つだけある演習科目の情報資源組織演習
が、基礎コースには存在しない。 
	 情報資源組織演習は、内容的には記述目録法、

主題索引法、メタデータ等が主軸となる演習科目

である。 

	 学校図書館の資料・情報の提供に係る実務的で

中核的な技術であり、その基礎の習得には演習が

欠かせない。こうした中核的な演習科目が基礎コ

ースで設けられていないことは、理解しがたい。 
 
2.1.1.10  学習時数 
	 基礎コースは、1領域 6講座で構成している。
また、6講座の内、 後の 1講座は「まとめと振
り返り」に当てられている。すなわち、実質の内

容展開は 5講座である。 
	 この学習時数の少なさの無理を考えてみよう。

もっとも分かりやすいと考えられるテクニカルサ

ービス関係科目である情報資源組織論を、考察の

事例とする。 
	 「学校司書のモデルカリキュラムについて(通
知)」の別添「学校司書のモデルカリキュラム」か
ら、当該科目の「ねらいと内容」を引用する19。 
 
情報資源組織論 
ねらい：印刷資料・非印刷資料・電子資料と

ネットワーク情報資源からなる図書館情報資

源の組織化の理論と技術について、書誌コン

トロール、書誌記述法、主題分析、メタデー

タ、書誌データの活用法等を解説する。 
	 内容：1)  情報資源組織化の意義と理論 
        2)  書誌コントロールと標準化 
        3)  書誌記述法(主要な書誌記述規則) 
        4)  主題分析の意義と考え方 
        5)  主題分析と分類法(主要な分類法) 
        6)  主題分析と索引法(主要な統制語 

彙) 
        7)  書誌情報の作成と流通(MARC、書 

誌ユーティリティ) 
8)   書誌情報の提供(OPACの管理と 
運用) 

        9)  ネットワーク情報資源の組織化と 
メタデータ 

       10)  多様な情報資源の組織化(地域資 
料、行政資料等) 

 
このように「ねらいと内容」を参照すると、内 
容では 10項目の柱が立っている。5講座(5コマ) 
で 10 項目の柱であるから、仮に、単純に割り振
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れば 1講座(1コマ＝90分)について、2項目の柱
を消化しなければならない。 
実質は、1項目の柱当たり、40分程度の時間配
分となる。おおよそ丁寧な内容は不可能な講義と

なる。 
このことは、仮に情報資源組織論の講義レジメ

を自分で作成することを想定すると明白である。 
 
以上、全国 SLA の学校司書研修講座の基礎コ
ースについて検討を行った。結論としては、学校

司書の初級研修内容としては、①カバーしている

主題に欠落があること、②全体の時間配分が短く、

目的とする知識、情報の取得が困難なことが判明

した。 
今後の実践の中で、改善されていくことを期待

したい。 
 
2.1.2  専門コース 
	 専門コースは、「中級者を対象に学校司書として

のスキルをより高め」20ることを目的としている。

ただし、「中級者」の条件は明示されていない。自

己評価による受講区分であろうか21。 
	 2018年度は、「8月と 3月に各 1領域 6講座、
合計 2 領域 12 講座」の開催が告知されている。
開講講座は、8月が「『主体的・対話的で深い学び』
に資する学校図書館」、3月が「学校図書館におけ
る ICTの活用」である22。 
	 また、2019年度以降は、他の領域追加も告知し
ているが、具体的な領域名、講座内容などは、現

時点では不明である。なお、「2019年度以降開講
の領域と合わせ、異なる４領域を受講された方に

は専門コース修了証を交付」23との記述がある。 
	 このように全国 SLA による学校司書研修講座
の専門コースは、試行実施の中でその内実を固め

ていく段階と言えよう。 
 
2.1.3  学校図書館実践講座 
	 全国 SLA は上述の研修講座 2 コース以外に、
学校図書館実践講座を開始している。2018年度は
8月を除いて、月 1回のペースで 1日の午前、午
後の 2コマである。いずれも土曜日に開催してお
り、現職者への配慮がうかがわれる。なお、参加

費用は 1コマ当たり 1,000円である24。内容は、

概ね基礎的で実践型である。 
 
2.1.4  学校司書の養成及び研修のあり方検討委
員会 
	 また、全国SLAでは、「学校司書の養成及び研
修のあり方検討委員会」(野口武悟委員長)を設置
し、学校司書養成の講義要綱(シラバス案)を8月8
日~10 日の第 41 回全国学校図書館研究大会で発
表予定である。 
	 対象科目は、学校図書館概論、図書館情報技術

論、図書館情報資源概論、情報資源組織論、情報

資源組織演習、学校図書館サービス論、学校図書

館情報サービス論、学校教育概論、学習指導と学

校図書館、読書と豊かな人間性の10科目である25。 
	 科目は、文部科学省の「学校司書のモデルカリ

キュラム」に対応している。 
 
2.1.5  学校図書館実践活動研究会 
	「学校司書の養成及び研修のあり方検討委員会」

以外に、全国 SLA 前理事長の森田が学校図書館
実践活動研究会を立ち上げ、学校図書館実践フォ

ーラムを開催している。研究会の目的は、「学校図

書館を効果的に活用する学習活動や読書活動の実

践を研究し、その成果を普及することで学校図書

館の意義・役割について理解を深め、子どもたち

の豊かな学びを実現すること」としている26。 
	 今後の活動を見守りたい。 
 
2.2  学校図書館マイスター協会 
	 一般社団法人学校図書館マイスター協会(以下、
「マイスター協会」)は、My☆Star認定制度を運
営している。マイスター協会について、代表理事

の柴田が、次のように組織紹介をしている27。 
 
学校図書館は、それぞれの教育課程に適応す

る資料・情報と、充分な施設・設備、さらにそ

れらを適切に運営するスタッフ（司書教諭・学

校司書など）が揃ったときに、はじめてあるべ

き機能と姿を発揮することができます。(中略) 
学校図書館マイスター協会は、学校図書館を

ささえる人を育て、日々の意欲をはぐくみ、大

きく羽ばたくための備えとなる組織です。 
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2.2.1  My☆Star認定制度 
	 マイスター協会は、My☆Star 認定制度につい
て、「学校図書館の業務を行うにあたり身につけて

おきたい知識や実技を有していることを認定する

制度」28と紹介している。 
	 同協会の「My☆Star 認定制度とは」29によれ

ば、「平成28年11月現在、3級（初級）・準 2級
（中級）・2級（上級）の各級」があるとしている。 
	 その具体的な内容は次である。 
 

3級(初級)：初めて学校図書館で業務を行うに
あたり、 低限身につけておきたい知識や実技

を習得していることを認定する制度です。 
準 2 級(中級)：読書支援や授業支援を行うに
あたり、身につけておきたい知識や実技を習得

していることを認定する制度です。 
2級(上級)：学校図書館運営全般を担うにあた
り、必要とされる様々な知識や実技を習得して

いることを認定する制度です。 
 
	 しかし、同協会の「認定試験の開催日程」30に

よれば、2014年度にマイスター3級認定試験実施、
2015年度にマイスター3級認定試験及び準2級試
験実施(2 カ所)、2016 年度にマイスター3 級認定
試験・事前講習会の実施が報告されているが、マ

イスター協会のウェブサイトでは、2017年度の実
施の有無は確認できない。 
	 なお、「平成 29年2月学校図書館マイスター認
定試験 3 級の試験情報のお知らせ」31において、

同認定試験に関する記述中に、「学校図書館実務に

直結する知識・技能を認定する試験で、学校司書

の採用試験等でも優遇されます。」(下線は、筆者)
という文言がある。 
	 しかしながら、本稿の執筆時点では、その具体

的な実績報告等は確認できていない。 
	  
2.2.2  事前講習会 
	 同協会の「事前講習会のご案内」32によれば、

2016年度の実施内容が示されている。大きく、講
義系と実務系に分かれている。 
 
2.2.2.1  講義系(2017年 2月 24日実施) 
講座は、いずれも 1コマ45分、定員 80名であ

る。 
	 表 2に 7コマの講座内容を示す。1日間の集中
講義である。 

 
	 表 2  マイスター協会事前講習会講義系 
No 講座内容 

1 
学校図書館の理念(学校図書館の歴史、学校
図書館の機能、法律、学校組織) 

2 個人情報保護法、著作権法 

3 
分類と環境整備(配架ルール、背ラベル、案
内サインの役割) 

4 
コミュニケーション(児童・先生との連携、
ボランティアとの連携) 

5 学校図書館日常業務(カウンター、読書相談) 

6 
学校図書館メディア収集・組織化(資料収集
方法、受入・除籍、学級文庫) 

7 
今日の学校図書館を取り巻く動向(トレン
ド、学習指導要領のキーワード等) 

 
	 内容的には、概ね、学校図書館概論の主題範囲

と把握できる。ただし疑問点として、1 コマ 45
分という限られた時間で個々の内容について、ど

れだけの言及ができるかはおぼつかない。 
	 例えば、どの講座であってもよいが、A4 版 1
枚程度の制約で配布レジメを作成できるかを、自

問してみれば明白である。なお、1コマ45分の講
義時間では、A4 版 1 枚のレジメでも内容の消化
ができるかは心もとない。 
 
2.2.2.2  実務系(2017年 2月 25日実施) 
講座は、いずれも 1コマ45分、定員 80名であ
る。 
	 表 3に 3コマの講座内容を示す。半日間の集中
講義である。 

 
表 3  マイスター協会事前講習会実務系 
No 講座内容 
8 読み聞かせ・本の紹介方法 
9 展示・広報(コメントカード、図書便り) 

10 装備、本の修理 
	  
	 個々の実務内容の想定はつくが、演習系内容の
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事項を 45 分という短い時間で行えるかは疑問が
残る。 
 
2.2.3  受講料金等 
	 同協会のウェブサイトで、マイスター3 級事前
講習会受講費・認定試験料金が示されている。表

4 にマイスター3 級講習会受講費・認定試験料金
を示す。 
	 仮に、事前講習会を 10 講座すべて受講し、認
定試験を受験すると、33,000円＋振り込み手数料
の負担となる。 
 
	 表 4  マイスター3 級講習会受講費・認定試験

料金 
講習会受講数 受講単価 認定試験料金 

1講座～2講座 
1 講座あたり
5,000円 

3,500円 

3講座～4講座 
1 講座あたり
4,000円 

3,500円 

5講座～9講座 
1 講座あたり
3,400円 

3,000円 

10講座 
1 講座あたり
3,000円 

3,000円 

 
2.2.4  図書館学教育研究グループでの柴田報告 
	 日本図書館研究会図書館学教育研究グループ

(以下、「図書館学教育 G」)の研究例会の報告に、
マイスター協会に関連する発表報告がある。いず

れも発表者は柴田33である。 
(1) 図書館学教育G研究例会報告 第160回34 
日時：2014年 9月27日 

2014年 8月に、現職者研修で集まった人を対 
象としたテスト問題実施の報告である。マイスタ

ー試験の萌芽と考えられる。 
(2) 図書館学教育G研究例会報告 第181回35 
	 柴田が「学校図書館マイスター協会とは」と題

した発表を行っている。 
1) マイスター協会の設置趣旨、社団法人登録、 
過去の経緯等を報告している。発表では、「当 
法人は、学校図書館法に定める学校図書館に関 
わる全ての人、司書教諭、学校司書、ボランテ 
ィア等、学校図書館に関わる教育者や関心を持 

つすべての人を対象に、学校図書館教育・業務 
に必要なスキルを高め、そのスキルを評価する 
基準を「学校図書館マイスター(MY・STAR)と 
定め、その基準を構築し、学校図書館のより 
良い発展に寄与することを目的とする。」と定 
款を紹介している。 
2) 同協会の「概要」によれば36、次の通りで

ある。 
	 ・協会名称：一般社団法人学校図書館マイス 

ター協会 
	 	 ・設立日：平成25年 4月 2日 
	 ・活動内容：「学校図書館マイスター」認定 

試験の計画・実施 
	 ・代表理事：柴田正美37 
	 ・理事：岩崎れい38、永田萌39 
3) 学校図書館マイスター協会の事業 
① 資格認定制度：資格認定制度としては、 
検定試験を実施する。 
② 研修・養成プログラム：認定試験とセッ 
トで実施している「事前講習」のほかに、 
一般公開する「シンポジウム」など、各種 
の形態のものを「研修」とする。なお、他 
団体が主催するものも、「共催」する場合は 
同様の対応とする。 

4) 認定試験実施の報告 
	 同協会による認定試験実施の報告がされて

いる40。表 5 に過去に実施の認定試験状況につ
いて示す。 
 
  表 5  過去に実施の認定試験状況 
年月 場所 受験者数 備考 
2015.03 千代田区 63 3級 
2015.10 四日市市 10 準 2級 
2015.12 伊勢市 17 3級 
2016.03 世田谷区 18 準 2級 
2017.02 文京区 98 3級 

 
	 これによると、2014年度に3級検定試験実施、
2015年度に3級及び準2級検定試験を実施、2016
年度には、3級検定試験を実施している。 
なお、2017年度の認定試験の実施の有無は確認
がとれない。	
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また、2018年度の講習会及び検定試験の実施予
定が、協会 Web サイト公開されており、以下で
ある41。	

「2018 年度マイスター認定講習会と認定試験
のご案内」(2018.05.10)	
・講習会	 第1, 2回	 2018年8月	第 2週	
・講習会	 第3, 4回	 2018年11月初旬～中旬	
・講習会	 第		5 回	 2018年12月初旬～中旬	
・認定試験	 	 	 	 	 2018年 12月初旬～中旬	
		なお、この情報では、何級に対する講習会及び

認定試験なのかが案内されていない。 
	 一方、「学校図書館マイスター認定 3級研修(第
1回)実施要領」が 2018年 8月 6日(月)に 1日、
同 8月 7日(火)に午前中に開催し、午後に［模擬］
試験実施が告示されている42。 
	 いずれにせよ、マイスター協会の活動は端緒に

ついたところであり、現状は試行錯誤の中での「試

運転」時期と推測される。 
	 なお、2017年11月21日に同協会主催の「第1
回学校図書館シンポジウム」を東京大学で開催し

ている43。また、2018年11月 10日に第 2回開催
を企画している44。 
	  
2.3  八洲学園大学 
	 八洲学園大学は、インターネット通信制の大学

である。図書館関係のプログラムとして、図書館

司書 15科目29単位、学校図書館司書教諭 5科目
10単位を提供してきた。 
学校司書の養成に関して「学校図書館専門職養

成プログラム」を 2018 年度から開設した。同養
成プログラムは、基礎プログラム、及び応用プロ

グラムの 2種類のコースを提供している45。 
講義の形態は 2種類あり、同学園大学の「学習
方法」で示されている。テキスト履修は教科書を

読み、自学自習する学習法、スクーリング履修は

決まった時間に講義をオンライン受講する学習方

法、としている46。 
第 1学期、第 3学期が、通常の前期、後期に当
たる。第 2学期は夏期集中、第 4学期は冬期集中
型である。 
なお、テキスト履修は1科目2単位12,000円、
スクーリング履修は 1科目 2単位 25,000円(1科
目 1単位 12,500円)としている。 

	 「学校図書館専門職養成プログラム」のうち、

基礎プログラムは学校司書のモデルカリキュラム

に準拠したコースである。しかし、インターネッ

トを活用した通信制の課程であり、現職学校司書

も受講が可能であるので、本稿で取り上げる。 
また、応用プログラムは、基礎プログラム修了

者がさらに学習を深めるコースとして設計されて

いる。 
	 以下に、概要を検討する。 
 
2.3.1  基礎プログラム 
2.3.1.1  基礎プログラムの構成 
	 基礎プログラムの履修方法は、3 種類に分かれ
ている。スクーリング履修科目(6科目10単位)は、
次である。なお、科目名の後の☆は司書課程と共

通科目、★は司書教諭課程と共通科目である。(以
下、同様) 
	 ・情報資源組織演習1	 	 ☆ 
	 ・情報資源組織演習2	 	 ☆ 
・学校図書館情報サービス演習 
	 ・学校教育概論(教育原理・教職論) 
	 ・学校教育概論(教育心理) 
	 ・学校教育概論(教育課程) 
	 スクーリング履修、または、テキスト履修を選

択する科目(1科目 2単位)は、次である。 
	 ・学校経営と学校図書館	 ★ 
	 テキスト履修科目(6科目12単位)は、次である。 
	 ・図書館情報技術論	 	 	 ☆ 
	 ・図書館情報資源概論	 	 ☆ 
	 ・情報資源組織論	 	 	 	 ☆ 
	 ・図書館サービス特論	 	 ☆ 
	 ・学習指導と学校図書館	 ★ 
	 ・読書と豊かな人間性	 	 ★ 
 
  基礎プログラムのカリキュラムを確認しておく。 
基礎プログラムの履修科目は、13科目 24単位で
あり、全て必修科目としている47(下線は筆者)。 
・学校経営と学校図書館 
・図書館情報技術論 
・図書館情報資源概論 
・情報資源組織論 
・情報資源組織演習1 
・情報資源組織演習2 
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・図書館サービス特論 
・学校図書館情報サービス演習 
・学校教育概論（教育原理・教職論） 
・学校教育概論（教育心理） 
・学校教育概論（教育課程） 
・学習指導と学校図書館 
・読書と豊かな人間性 

 
	 このように「学校司書のモデルカリキュラム」

の科目群を列挙しているのだが、1 点だけ疑問が
残る。それは、「学校図書館情報サービス演習」と

いう科目である。 
	 「学校司書のモデルカリキュラム」では、学校

図書館情報サービス論という講義科目である。し

かし、同学園大学の基礎プログラムでは、「学校図

書館情報サービス演習」と演習科目名となってい

る。通常、演習科目では 30 コマの授業時間とな
る。一方、「学校図書館情報サービス演習」、及び、

「情報資源組織演習 1」、「情報資源組織演習 2」
の 3科目は、いずれも時間割上は90分、15コマ
の授業時間で、演習科目に関わらず、各 2単位が
配分されている48。 
	 八洲学園大学では、学則で演習科目についても

15 コマの授業時間で 2 単位認定を行っていると
考えられる49。 
 
	 なお、学校図書館情報サービス演習のシラバス

を参照すると50、内容としては充分に学校図書館

情報サービス論の内容を満たしていると考える。 
	 少し長文になるが、以下に、シラバスからの引

用を示す。 
 
	 	 科目の概要：学校図書館の情報サービスにお 
ける基礎となる知識を身につけたうえで、演習 
を通じて実践で使える能力を習得することを目 
指す。具体的には、情報サービスの種類や各種 
情報源の特性の理解を図るとともに、児童・生 
徒に資料や情報を適切に提供できる能力を身に 
つけることを目標とする。 
	 	 学習の要点：まず、情報サービスとそれを実 
施する上で必要な情報メディアや情報リテラシ 
ー、著作権等について講義を行う。次に、レフ 
ァレンス資料の種類や特徴、使い方などについ 

て講義と演習を交えながら学習し、 後にレフ 
ァレンスサービスと総合演習を行う。 
	 	 授業計画：  
第 1回教育課程と学校図書館  
第2回学校図書館における情報サービスの意義  
第3回情報サービスの理論と実践（種類と事例）  
第4回学校図書館の現状と情報メディアの利用  
第 5回情報リテラシーと著作権  
第6回学習情報ニーズに答える情報探索と情報 

収集  
第 7回情報リテラシーと探索的な学習基礎編  
第 8回情報リテラシーと探索的な学習応用編  
第 9回情報検索の基礎（サーチエンジン、OPAC 

等） 
第 10回インターネット上の情報源の整備（パ 

スファインダー，リンク集）  
第 11回オンラインデータベースの利用（国内 

外の新聞・雑誌のデータベース等）  
第 12回レファレンスコレクションの整備（参 

考資料，地域資料，二次資料，各種資料 
リスト） 

第 13回レファレンスサービス（児童生徒から 
の相談・質問への対応）  

第 14回レファレンスサービス（教職員からの	 	 	 	  
	 	 	 	 相談・質問への対応）  
第 15回情報源を使用した総合演習 

 
2.3.1.2  学校司書モデルカリキュラムとの比較 
基礎プログラムを「学校司書のモデルカリキュ

ラム」と比較し、表 6に示す。 
 
表 6  学校司書モデルカリキュラムと基礎プロ
グラム 

  
学校司書のモデ

ルカリキュラム	

単

位	
基礎プログラム	

単

位	

学

校

図

書

館

の

学校図書館概論	 2	
学校経営と学校図

書館	
2	

図書館情報技術

論	
2	 図書館情報技術論	 2	

図書館情報資源

概論	
2	
図書館情報資源概

論	
2	
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運

営

管

理

サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る

科

目	

情報資源組織論	 2	 情報資源組織論	 2	

情報資源組織演

習	
2	

情報資源組織演習1	 2	

情報資源組織演習2	 2	

学校図書館サー

ビス論	
2	
図書館サービス特

論	
2	

学校図書館情報

サービス論	
2	
学校図書館情報	

サービス演習	
2	

児

童

生

徒

に

対

す

る

教

育

支

援

に

関

す

る

科

目	

学校教育概論	 2	

学校教育概論(教	

育原理・教職論)	
2	

学校教育概論	

(教育心理)	
1	

学校教育概論	

(教育課程)	
1	

学習指導と学校

図書館	
2	
学習指導と	

学校図書館	
2	

読書と豊かな人

間性	
2	
読書と豊かな人間

性	
2	

計	 10科目	 20	 13科目	 24	

 
	 このように学校司書モデルカリキュラムと比較

すると、基礎プログラムは、全体で 2科目 4単位
増である。また、他にも特有の構成をしている点

がある。次にまとめる。 
1) 科目、学校図書館概論を司書教諭科目、学校
経営と学校図書館に読み替えた。 

2) 情報資源組織演習を 2科目構成とし、それぞ
れを 2単位、合計 4単位付与した。ただし、
実際の演習時間は同一である。 

3) 学校司書モデルカリキュラムでの学校教育概
論 1科目 2単位を、学校教育概論(教育原理・
教職論)2単位、学校教育概論(教育心理)1単位、
学校教育概論(教育課程) 1 単位の計 3 科目 4
単位に読み替えている。 
	 これは、「これからの学校図書館の整備充実

について(報告)」の別添「学校司書のモデルカ
リキュラム」の学校教育概論に対しての読み

替え措置を適用したものである。 
4) 学校司書モデルカリキュラムでの学校図書館
サービス論 1科目 2単位を、司書科目、図書
館サービス特論 1科目に読み替えた。なお、
これにかかわって元は 1単位科目の図書館サ
ービス特論を拡張して 2単位科目とした。 

 
2.3.1.3  既履修科目との読替の可否 
	 このように基礎プログラムは、独自の「変形」

をおこなったこともあって、既履修科目との読み

替えについていくつかの制約をきたしている。 
	 「履修上の注意点(2017 年度までの本学開講科
目や他大学等の科目との読替)」51によれば、他大

学において履修した科目を、基礎プログラムにお

ける科目について読替が不可であるのは、次の科

目である。新しく履修することを求めている。 
	 ・図書館サービス特論 
	 ・学校図書館情報サービス演習 
	 ・学校教育概論(教育原理・教職論)	

	 ・学校教育概論(教育心理)	

	 ・学校教育概論(教育課程)	

	 なお、教職関係3科目については、「教員免許

状(普通免許状)保持者は、履修免除としている。	

	

2.3.1.4		基礎プログラムの評価 
	 基礎プログラムは、概ね、学校司書モデルカリ

キュラムに準拠した科目構成である。しかし、同

学園大学での独自展開が原因で、図書館サービス

特論、学校図書館情報サービス演習の 2科目、及
び、教職関係 3科目は読替を認めていない。 
	 逆には、基礎プログラムで履修したこれらの科

目については、他大学等で読替の認定を得ること

も難しい。 
	 学校司書のモデルカリキュラムに準拠しながら

も、学内における授業資源の読替活用や、司書課
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程、司書教諭課程の受講者への配慮などから、変

則的な科目構成をしている点が存在した。 
	 他大学等での学校司書養成課程等との読替の道

を細くするのは、単位互換制度の促進、履修単位

のポータビリティの推進などの動向に鑑みて、疑

問が残る。 
 
2.3.2  応用プログラム 
	 同学園大学では、基礎プログラム修了者がさら

に学習を続けるコースとしてアピールしているが、 
一定の実務経験を経た現職の学校司書の挑戦コー

スとしても考えられる。 
2018年度「募集要項・資格案内」52の「学校図

書館専門職養成 応用プログラム」の項目を参照す
ると、「「学校図書館専門職養成 基礎プログラム」
修了者を主な対象」とするが、「自身の関心に合わ

せて 1 科目からでも履修」可能と解説している。
ただし、「注意点：基礎プログラム修了後に終了し

た方のみ修了書が発行される」として、基礎プロ

グラムから応用プログラムの順次履修を強く推奨

している。 
	 応用プログラムは、必須科目 5 科目 10 単位、
選択必須科目 2科目 4単位以上、選択科目 3科目
6単位以上で、合計 10科目 20単位以上としてい
る。すべて1科目 2単位である。科目の一覧を次
に示す。 
 
2.3.2.1  必須科目 
	 応用プログラムの必須科目は、学校教育に関す

る科目 3科目、学校図書館に関する科目 2科目か
らなる。 
応用プログラムの必須科目を、表 7に示す。な
お、受講料はテキスト履修科目が単価12,000円、
スクーリング科目を単価 25,000 円と設定してい
る。 
 
	 表 7  応用プログラムの必須科目 

科目名	 受講料	 備考	

教育者のためのカリ

キュラム論と実践方

法	

12,000

円	
学校教育に	

関する科目	

はじめて学ぶ臨床心 25,000

理学	 円	

生徒指導・進路指導

論	

12,000

円	

学習活動支援特論	
25,000

円	 学校図書館に

関する科目	
読書教育特論	

12,000

円	

 
2.3.2.2  選択必須科目 
	 応用プログラムの選択必須科目は、学校教育に

関する科目4科目2科目4単位以上の履修となる。 
応用プログラムの選択科目を、表 8に示す。 

 
  表 8  応用プログラムの選択必須科目 

科目名	 受講料	 備考	

情報と法(1学期)	 25,000円	
学校教育に関

する科目	
ケーススタディ著

作権法(3学期)	
25,000円	

障害児の理解と支

援(1学期)	
25,000円	

学校教育に関

する科目	情報アクセシビリ

ティとバリアフリ

ーデザイン(1学期)	

25,000円	

 
	 このように選択必須科目は、法律関係科目及び

障碍者サービス関係科目とから成る。履修は法律

関係科目から 1科目、障碍者サービス関係科目か
ら 1科目を履修する仕組みである。 
	 ただし、シラバスで開講期間を細かくチェック

すると、障碍者サービス関係科目 2科目は、共に
第1学期の開講となっているため、シラバス上で

は、第 1学期(前期)入学者は、半期では選択必修
科目が1科目しか選択できない、という矛盾が生

じている。カリキュラム編成のミスであろうか。

何らかの教務上の軌道修正が行われると考える。	

 
2.3.2.3  選択科目 
	 応用プログラムの選択科目は、学校教育に関す

る科目 3科目、学校図書館に関する科目5科目か
ら 3科目 6単位以上の履修となる。 
  応用プログラムの選択科目を、表 9に示す。な
お、特別研究(学校図書館学)は、Iが第3学期(後
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期)配当、IIが第1学期(前期)配当科目である。 
	 このため選択科目中の学校図書館に関する科目

は実際には4科目から3科目を選択することにな
る。 
 
	 表 9   応用プログラムの選択科目 

科目名	 受講料	 備考	

教師論概説～教育者と

しての教師論～	
12,000円	

学校教育に

関する科目	学校経営・教育行政論	 12,000円	

学校における人権	 12,000円	

読み聞かせと生涯学習	 25,000円	

学校図書館

に関する	 	 	 	 	 	

科目	

学校、家庭、地域の連

携教育論	
12,000円	

児童資料特論	 12,000円	

特別研究(学校図書館

学I	)	
12,000円	

特別研究(学校図書館

学II	)	
12,000円	

 
2.3.2.4  応用プログラム科目の概念マッピング 
以上、応用プログラムについて必須科目、選択

必須科目、選択科目の区分に従って検討を進めた

が、元来、応用プログラムの設計趣旨が示されて

いないので、3 つの科目群の構成意図、区分け原
理などが不明であり、評価が困難である。 
	 そこで、応用プログラムの科目群の概念マッピ

ングを独自に行うこととした。方法は、「学校司書

のモデルカリキュラムのねらいと内容」における

記述事項を参考に、応用プログラムの科目群の

個々の科目の概念を抜き出した。 
	 以下に、結果を示す。なお、モデルカリキュラ

ムの科目名は、区分のため「	 」に囲んでいる。 
(1) 応用プログラムの必須科目 
・教育者のためのカリキュラム論と実践方法 
	 「学校教育概論」の読替科目である、教育課程

及び指導法に関する科目のうち、「教育課程の意義

及び編成の方法」の事項を含む科目 
・はじめて学ぶ臨床心理学 
	 「学校教育概論」の「5)児童生徒の心身の発達
及び学習の過程」 
・生徒指導・進路指導論 

	 「学校教育概論」の「7)学校教育に関する現代
的諸課題」 
・学習活動支援特論 
	 「学習指導と学校図書館」全体 
・読書教育特論 
	 「読書と豊かな人間性」全体 
(2) 応用プログラムの選択必須科目 
・情報と法 
	 「学校図書館情報サービス論」の「7)情報サー
ビスと著作権」 
・ケーススタディ著作権法 
	 「学校図書館情報サービス論」の「7)情報サー
ビスと著作権」 
・障害児の理解と支援 
	 「学校教育概論」の「6)特別の支援を必要とす
る児童生徒に対する理解」 
・情報アクセスビリティとバリアフリーデザイン 
	 「学校教育概論」の「6)特別の支援を必要とす
る児童生徒に対する理解」 
(3) 応用プログラムの選択科目 
・教師論概説～教育者としての教師論～ 
	 「学校教育概論」の「7)学校教育に関する現代
的諸課題」 
・学校経営・教育行政論 
	 「学校教育概論」の読替科目である、教育の基

礎理論に関する科目のうち、「教育の理念並びに教

育に関する歴史及び思想」の事項を含む科目 
・学校における人権 
	 「学校教育概論」の「7)学校教育に関する現代
的諸課題」 
・読み聞かせと生涯学習 
	「読書と豊かな人間性」の「5)読書の指導方法(読
み聞かせ、ストーリーテリング、ブックトーク等)」 
・学校、家庭、地域の連携教育論 
	 「学校教育概論」の「7)学校教育に関する現代
的諸課題」 
・児童資料特論 
	 「読書と豊かな人間性」の 4)児童・生徒向けの
図書の種類と活用(漫画等の利用方法を含む) 
・特別研究(学校図書館学 I )、特別研究(学校図書
館学 II) 
	 特別研究なので、特に主題ジャンルの指定はな

い。 
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	 以上、応用プログラムの各科目について、概念

マッピングを実施した。これをまとめると次のよ

うになる。全体に、教育学系の科目の配分比重が

高い。 
(1) 応用プログラムの必須科目 
・「学校教育概論」関係：3科目 
	 ・「学習指導と学校図書館」関係：1科目 
	 ・「読書と豊かな人間性」関係：1科目 
(2) 応用プログラムの選択必須科目 
	 ・「学校教育概論」関係：2科目 
	 ・「学校図書館情報サービス論」関係：2科目 
(3) 応用プログラムの選択科目 
	 ・「学校教育概論」関係：4科目 
	 ・「読書と豊かな人間性」関係：2科目 
 
2.3.2.5  応用プログラムの評価 
	 応用プログラムは、必須科目 5 科目 10 単位、
選択必須科目 2科目 4単位以上、選択科目 3科目
6単位以上、合計 10科目 20単位以上からなる。 
(1) 応用プログラムのシラバス 
同学園大学が提供しているシラバス検索シス 
テムより、各教科のシラバスを探索した。しか 
し、シラバスが公開されていたのは、次の科目 
のみであった。 
1) 必須科目(1科目/5科目中) 
・教育者のためのカリキュラム論と実践方法 

2) 選択必須科目(2科目/4科目中) 
・情報と法 
	 ・障害児の理解と支援 
3) 選択科目(3科目/8科目中) 
・教師論概説～教育者としての教師像～ 

	 	 ・学校における人権 
	 	 ・読み聞かせと生涯学習 
単純に全体比較をすると、全体 17 科目中の 6
科目のシラバスが公開されていた。概ね、1/3 の
シラバス公開率である。これでは、応用プログラ

ムの全体像が見えず、その内容を正しく評価する

ことは難しい。 
	 応用プログラムは、2018年度よりの新規開講プ
ログラムであり、手探りの中での見切り発車の要

素が残っていると評価する。 
 
 

３．さいごに 
	 学校司書モデルカリキュラムの展開は、前稿で

取り上げた53以降も複数の大学等で展開が始まっ

ている54。 
ただし、これらはいずれも在学生を対象とした

プログラムであり、現職の学校司書のリカレント

教育への視座は薄い。 
	 本稿において取り上げた現職の学校司書を対象

とするリカレント教育は、いずれも試行錯誤の出

立である。今後の展開に注目をしていきたい。 
	 いずれにせよ、当面はまず、学校司書モデルカ

リキュラムの科目内実の充実が先決であろう。ま

た、学校図書館サービス論、学校図書館情報サー

ビス論などのテキスト類の出版も待たれる。 
	 なお、本稿脱稿時点で、日本図書館協会、日本

図書館情報学会、日本学校図書館学会のいずれに

おいても、学校司書養成にかかる積極的なアクシ

ョンプランは確認できなかった。 
	 さらに今回の検討外の事項であるが、学校司書

の養成、リカレント研修において、特に有職社会

人の受講者を考慮するのであれば、実施場所、実

施日時等も大きな課題である。 
例えば、場所は都会部の駅徒歩圏、日時は、平

日夜間、土日などの開講が考えられる。併せて、

オンライン授業の拡張や JMOOC への展開も今
後に期待したい。 
	 また現状で、専門職としての学校司書の待遇改

善への取り組みがなによりも求められる。それに

は豊かな実践の積み重ねと、それらに対する社会

の認知・評価が必要であることを強調しておきた

い。 
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